
第１号様式（第２条関係）  

請願書 

2026（令和８）年４月１日  

上尾市教育委員会 様 

請願者（代表者）                   

住所（所在地）                             

氏名（名 称）                                 

電話番号                                       

 

１ 教育委員会の会議を非公開とする際の慎重な判断および採決の可視化に関する請願  

２ 請願の趣旨  

（１）「地方教育行政の組織及び運営に関する法律（地教行法）」で「教育委員会の会

議は公開する」と定められていることから、教育委員会の会議（定例会等）におけ

る一部議案の審議を非公開とする際には、抑制的かつ慎重な判断が求められます。 

 このことについては、2020（令和２）年４月の定例会の「報告事項」として「市

議会に提出する案件であることをもって、非公開とするものではないということに

ご留意ください」と報告されています。  

   しかしながら、昨今「市議会に提出する案件である」ということで、言わば機械

的に会議が非公開とされるケースが散見されます。そこで、「この案件は非公開の

審議とすべきか」について、根拠を明示のうえで慎重な判断を求めるものです。 

（２）教育委員会の会議を非公開とすることの賛否を問う際は、地教行法第 14条第７項

により、出席委員の３分の２以上の賛成を必要としますが、そのことを可視化する

ために、挙手による採決を求めます。 

３ 請願の理由 

以下の［理由］および【資料】により上記（１）・（２）について請願します。 

（１）教育委員会の会議を非公開とする際に慎重な判断を求めることについて  

文末の【資料１】は、令和２年教育委員会４月定例会「報告事項２」およびその説明

が記載されている『会議録』からの引用です。 

 ここで注目すべきは、請願の趣旨でも述べたとおり、「市議会に提出する案件である

ことをもって、非公開とするものでない」という基準です。 

 また、『会議録』に記載されている教育総務課長の発言の最後に、「教育委員会とい

たしましては、会議の公開、非公開の判断に当たっては、地教行法の規定に基づき、原

則公開といたしますが、事案ごとに市の情報公開条例の考え方が一つのメルクマール

（指標）に判断してまいります」と説明されています。  



つまり、事案ごとに「なぜ非公開とするのか」を市の情報公開条例に照らして説明す

る必要があります。 

上尾市情報公開条例における「非公開情報」については【資料２】のとおりです。  

条例には⑴から⑺まで示されており、会議を非公開とする際には「上尾市情報公開条例

第７条のどの項目によるものなのか」を明示するのは発議者の責務です。  

 一方で、【資料１】の【教育委員会の会議の公開・非公開の基準について】は、内容

の重要性から考えて、教育長や教育委員の入れ替わりの際には共有されて然るべきであ

ると請願提出者は考えています。 

 【資料３】は、上述の報告がされた際の教育長・教育委員の方々の氏名です。ご覧の

とおり、現在まで教育委員として就任されているのは小池委員のみとなっています。  

そこで請願提出者は、《「市議会に提出する案件であることをもって，非公開とする

ものではないということにご留意ください」について， 2020（Ｒ２）年４月定例会以降

入れ替わった教育長や教育委員に伝えられていることが判別できる文書・資料等》の情

報の開示を求めましたが、【資料４】のとおり、文書不存在による非公開処分でした。  

 つまり、2020（令和２）年の「報告」にある「市議会に提出する案件であることをも

って，非公開とするものではないということにご留意ください」との内容が伝えられて

いることが判別できる文書は無いということになります。 

 したがって、本請願提出を契機として「この案件は非公開にすべきなのか」について

根拠を明示のうえで慎重な判断をしていただくよう求めるものです。 

次に、請願の趣旨の中の「言わば機械的に会議が非公開とされるケースが散見されま

す」の具体例について述べます。 

（例１）2026（令和８）年１月定例会で非公開審議とされた「議案第１号」について 

（【資料５】～【資料７】参照） 

定例会は非公開の審議となりましたが、１月定例会同日に開催された「令和７年度第

２回総合教育会議」は公開の会議でした。その席上、学校教育部長が教育委員会１月定

例会で非公開審議とされた「議案第１号」の内容を公開しています。 

 また、非公開審議とされた議案第１号の文言も、上尾市情報公開条例第７条各号に記

載されている種々の「おそれ」に該当するものは無いと考えられることから、この議案

にかかる審議を非公開にする必要は無かったと言えます。  

（例２）2026（令和８）年第１回臨時会で非公開審議とされた「議案第９号」について 

 この議案は、すでに「上尾市立平方北小学校再編検討協議会条例」が施行されている

ことや、条例の中身としては平方北小を大石南中に読み替えていることを考えれば、非

公開の会議にする必要はありませんでした。名称以外の変更は協議会委員の人数15人を

22人にしている点ですが、中学校の特性から変更したものであり、上尾市情報公開条例

第７条各号に記載されている種々の「おそれ」に該当するものは無いと考えられます。 



（２）非公開決定について可視化するために、挙手による採決を求めることについて  

令和６年上尾市教育委員会５月定例会『会議録』には、次のように記載されています。  

 

 この会議では、会議を非公開とする理由が述べられているものの、その根拠となる法

令および条項については示されていません。 

 一方で、「～委員全員から「異議なし」の声～」との記載があります。 

しかしながら、請願提出者はほぼ毎回教育委員会定例会を傍聴していますが、教育委

員の方々が全員「異議なし」の声を挙げている事実は確認できていません。 

 そこで情報公開請求を通じて事実関係を確認した後、「市長への政策提言」によりこの

状況の改善を要望したところ、会議録は次のように改善されました。  

（令和７年教育委員会６月定例会『会議録』より）  

 

 このとおり、令和６年度は「～委員全員から「異議なし」の声～」との記載であったも

のが、令和７年度からは「～委員全員から異議がない旨を確認～」となりました。 

 【資料８】は、上述の令和２年教育委員会４月定例会「報告事項２」の後半部分です

が、文献（地教行法の逐条解説）において、識者は「議決についても、三分の二以上とし

て一般の案件よりも要件を加重しており、非公開をより限定的なものとしている」と述

べています。 

 以上のことから、教育委員会の会議を非公開とすることの賛否を問う際は、出席委員

の３分の２以上の賛成の有無について可視化するために、「挙手による採決」を求めるも

のです。 

  



【資料１】令和２年教育委員会４月定例会「報告事項２」および『会議録』より 

 

 

 



【資料２】上尾市情報公開条例第７条⑴～⑺ 

 

 

 

【資料３】2020（令和２）年４月教育委員会定例会『結果概要』より  

 

 

 



【資料４】令和８年３月２日付け上教総第１２７２号文書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【資料５】「令和８年上尾市教育委員会１月定例会の結果概要について」より  

 

 

【資料６】上尾市議会令和８年３月議会議案第 13 号「上尾市いじめ問題対策連絡協議会

等の設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について」を引用  

（一部改正の箇所＝□枠内部分。〇数字は請求人によります）  

※下記以外は改正箇所無し。  

第４条 協議会は、法第 12 条に規定する地方いじめ防止基本方針（以下「基本方

針」という。）に関し、次に掲げる事項を協議する。  

(１) 上尾市立の小学校及び中学校 ①（第１２条において、「学校」という）にお

けるいじめの問題の現状の把握及びその分析に関すること。  

第３章 上尾市いじめ問題調査委員会  

（設置）  

第 11 条 法第 28 条第１項 ②第 14 条第３項の規定に基づき、上尾市いじめ問題調

査委員会（以下「調査委員会」という。）を置く。  

（所掌事務）  

第 12 条 調査委員会は、③学校におけるいじめ防止等のための対策について調査

審議するとともに、法第 28 条第１項に規定する重大事態について上尾市立の小学

校又は中学校 ④学校における調査が困難な場合に、当該重大事態について調査を

行うものとする。  

附 則 ⑤この条例は、公布の日から施行する。 

 

【資料７】令和７年度 第２回上尾市総合教育会議「資料２」より引用  

（⇓左記資料の右端部の拡大） 

  

 

 

 

 



【資料８】令和２年教育委員会４月定例会「報告事項２」（上述の【資料１】の後半部分） 

 

 

 


